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　新年明けましておめでとうございます。皆さま方は、健やかに新春をお迎えの

ことと心からお慶び申し上げますとともに、日ごろより議員活動に対し、温かい

ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　昨年は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、私たちの生活は一変しました。

不安の中で人にも会えず過ごしてきた方も多かったと思います。

　コロナ禍の自粛生活による社会的孤立は、ますます深刻化しています。社会的

孤立をなくして、孤立しそうな方々を地域全体、社会全体で支援していき、誰一

人取り残さない社会の実現を目指して、子どもの未来のため、誰もが生きやすい

社会になるように、また弱者に優しく、自殺に追い込まれる方がひとりもいない

長崎県になるように今年も取り組んで参ります。

　12月に県議会で２回目の一般質問を行い「パワハラ問題」など他４項目、県政へ

問いました。今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、バスツアーを中止

させて頂きました。12月３日の一般質問の内容がテレビや新聞で報道されました。

　今年も県民の皆様の声を県政に届け、誰もが笑顔で暮らせる長崎県へなります

ように、誠心誠意、頑張ってまいりますので、皆様の一層のご支援、ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。
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メンタルヘルス研修の1コマ

10月29日 
セルフケア研修

11月3日 
長与町文化祭表彰式

11月5日　
人口減少・雇用対策特別委員会　県内視察

11月19日　
農林水産経済委員会　
いちご栽培視察

11月4日　
平戸市　津吉地区まちづくり　視察

12月10日　
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を！

12月16日　
長崎大学BSL-4施設　説明会

11月20日　
佐々町　栽培漁業センター視察

・未知のウイルスに対する不安が生まれる
　　　　　　　　　　
・本能的にウイルス感染に関わる人を遠ざけよう
として差別が生まれる
　　　　　　　　　　
・差別を受けることの恐れから、発熱や咳などの
症状があっても医療機関の受診をためらい、結
果として病気が拡散する
　　　　　　　　　
・未知のウイルスに対する不安が生まれる
　今後も苦しい長期戦になると言われています。
人との身体の距離は遠くに、こころの距離は近く
に置いてください。

g第１の感染症は「病気そのもの」で、重症化して肺炎を引き起こすなど、身体に影響を及ぼす危険を指す
g第２の感染症は、ウイルスに対する「不安と恐れ」
g第３の感染症は「嫌悪・偏見・差別」

これら“3つの感染症”は、負のスパイラル



農水経済委員会
　経営の安定化に向けた資金繰り支援等のための貸
付３億２千万円の予算を計上。
　11月末現在において、約7800件、約1160億円を
保証承諾している。
　雇用の維持・創出への支援、離職者雇用助成金は、
一人当たり30万円の制度で12月４日現在43件の49
人となっていて、日々申請が増えている状況。
　倒産件数は50件未満、倒産対策は、融資を受けら
れる事業所については、一定資金を手当てできてい
る。一方で、年末、年度末にコロナの影響を注視しな
がら、需要喚起策等についても、関係する部署で何
らかの手が打てないのかを考えていく。

総務委員会
　県公式ウェブサイトの改修は『ホームページがわか
りにくい』、『目的のページに辿りつきにくい』、など県
民の声が多く寄せられ、スマートフオンの普及も進み、
それに対応するために必要な改修を行う。併せて、ア

クセシビリテイの観点からも、高齢の方や障がいを持
つ方々からのニーズも取り入れる。

文教厚生委員会
　文化庁の「文化芸術による子供育成総合事業」は「巡
回公演事業」「芸術家派遣事業」「コミュニケーション能
力向上事業」「夢アート・アカデミー事業」という４つ
の事業で構成されている。学校から希望が多いのは
巡回公演事業で、 オーケストラやミュージカル伝統芸
能などの演目である。市町の社会教育担当者会など
で事業の活用を周知している。

環境生活建設委員会
　コロナの影響に伴い交通局の車両の利用状況は、
県外高速バスでは、長崎～宮崎線を運休、長崎～北
九州線を１日３往復にするなどの減便を行っている。 
一般路線では、12月１日のダイヤ改正により、昼間・
夜間を中心に減便して平日で９路線33便の減便を
行っている。

警察行政について

パワハラは、労働者の就業意欲
の低下や精神的な障害、離職率

の上昇などを引き起こす行為です。
本年６月よりパワハラ防止法が義務化
されました。その中で、先日、佐世保
署の41歳の警察官が10月３日に上司
２人のパワハラを示唆する遺書
を残して自殺されておられます。
　また、周囲の後輩にも相談してい
たと言われておりますが、事件から
２か月が経過していますが、事実確
認ができているのか？

亡くなった警察官
の遺書が残され

ており、職場内で問題
となる上司の言動等
がなかったかなどに
ついて、調査を進め
ているところです。

佐世保の事案に関しましては、今後、明
確にして、パワハラ事件が２度と起きな

いようにしていただきたい。→12月11日長
崎県警がパワハラと認定
　昨年も、パワハラ問題で質問しましたが、
被害者から相談を受ける前の段階で組織とし
て把握できなかったことが課題であると言わ
れています。その後もパワハラ事件があって
いますが、日常的にパワハラが見逃されてい
るのではないか、また気づいても言い出せな
い雰囲気があるのではないかと感じます。具
体的な対策は？

11月にｅラーニングを実施し、ハラスメントを
起こさないための意識づけを行っているところ

です。また、来年１月に、ハラスメントの専門家に
よる警察署長等を対象とした研修会を予定して、取
組を強化することとしています。
　また、ハラスメントを許さない職場の雰囲気が醸
成されているかなどのアンケート調査を令和元年
11月以降、概ね四半期に一度を目安に実施してい
ます。このほか、警察本部で相談を受け付ける相
談ダイヤルを整備し、ご家族を含めて利用できる
厚生課保健師への相談窓口を整備し、改めて職員
及び家族にお知らせをしました。

最近、警察に事前に相談していたが、相談
後にストーカー事件になってしまったとい

うケースが増えております。11月に北松浦郡
佐々町の事件でも事前に警察には相談していた
とのことでした。ストーカーやＤＶなどの相談
事案の対策は？

警察本部及び警察署に警察安全相談の窓口を
設置と♯9110の相談ダイヤルを設け、24

時間、電話での相談を受け付けています。
　具体的な対応は、刑罰法令に触れる場合の事件
検挙、ストーカー規制法に基づく警告・禁止命令の
実施、加害者に対する警告や指導、被害者の避難
の支援、110番への相談者の電話番号の登録など
の措置を被害者の意向を踏まえつつ講じています。
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新型コロナウイルス「第３波」に備えた県の取り組み

全国的に新型コロナ
ウイルス感染が拡大

しており、一部都道府県
では、病床の逼迫や重症
者の増加など、医療体制
に支障が出ています。本
県も今後の拡大を想定し、
しっかりと備えておく必要
があると思いますが、知
事の見解は？

本県の感染状況は散発的な発生にとどまっており、一定感染拡大は
抑えられている状況でありますが、今後の感染拡大の可能性を踏ま

えますと、検査体制や医療提供体制の充実強化を図ってまいりますとと
もに、徹底した予防、拡大防止対策に取り組むことが重要であると考え
ています。このため、県では、相談・診療・検査体制の整備等を図ったほか、
国の示した流行シナリオに基づく本県の病床確保目標290床を超える最
大395床を確保しているところです。
　また、冬の時期に向けた感染拡大の可能性を踏まえて、医療提供体制
を圧迫することがないよう、感染段階の変化に応じて講ずべき対策の目
安を取りまとめたところです。

Q A

西彼杵道路、長崎南北幹線道路、国道207号

毎年、地元から要望
が出されている西彼

杵道路と長崎南北幹線道
路の進捗状況と今後の見
通しは？
　併せて、国道207号未
改良区間の今後の見通し
は？

西彼杵道路の時津工区は、令和4年度の供用に向けて工事の進捗を
図ります。また未整備区間は、今年度内に整備の基本方針を取りま

とめることとしています。
　長崎南北幹線道路の茂里町から時津町までの区間は、現在、詳細なルー
トやインターチェンジの構造、形式などに関する技術的検討を行っている
ところです。その後、都市計画決定に向けた計画案として取りまとめ、
早期の事業着手に向け、手続を進めてまいります。
　国道207号の諫早市多良見町佐瀬から長与町岡郷の間は、佐瀬工区
2.5キロメートルが今年度完成することから、連続する区間の事業化につ
いて、国と協議を進めてまいります。

Q A

主な審議内容

　令和２年11月定例会は、11月25日から12月
18日まで開催されました。本定例会では、「令和
２年度長崎県一般会計補正予算（第９号）」など
44件の議案を可決・認定・同意しました。また、
「介護・障害福祉サービス報酬単価の引き上げと、
人材確保に資する処遇改善施策の拡充と弾力化」
に関する請願書など３件を採択し、「安心安全な
教育環境のための少人数学級に関する意見書」な
ど ５件の意見書を可決し閉会しました。

11 月定例県議会報告

県政
を問
う

県政
を問
う

⑴パワハラ問題について
　佐世保署の男性警察官自殺について

⑵ストーカーやＤＶ対策について

（朝日新聞　12月4日） その他、社会的孤立について、ひきこもり支援、児童虐待・
親の孤立支援、自殺対策、働き方改革について質しました。


